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【ご案内】 LOTポーランド航空のFS適用額について 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格段のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

LOT ポーランド航空の日本発国際貨物燃油サーチャージの適用額につきまして、2018 年 6 月 6 日付けで 

国土交通省より認可されましたのでお知らせいたします。2018年7月16日出発便から適用基準12が適用となります。 

シンガポール市場におけるジェット燃料ケロシン価格が適用基準の価格から 20営業日連続して変動した場合、 

値上げの場合は最低価格、値下げの場合は最高価格を基準値として、翌々週中に申請し、申請から１ヵ月後の 

１日または 16 日のどちらか早い日を発効日として燃油サーチャージ額を下記表の通り変更いたします。航空燃油費の

一部をご負担いただくことにつきまして、何卒、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

 
 

*2018 年 7 月 16 日出発便への搭載貨物より適用させていただきます。 

*燃油サーチャージは貨物の運賃適用重量に対して適用いたします。 

*燃油サーチャージは最低料金適用貨物には適用いたしません。 

*燃油サーチャージの金額は航空運送状の「Other Charges」欄に「MYC」のコードを付けてご記入頂き、「Total Other Charges Due 

Carrier」欄に他の料金との合算額をご記入ください。 

*燃油サーチャージは前払い･着払いともに可能ですが、運賃（Weight Charge）の支払い方法と、同じでなければなりません。 

*他国発貨物につきましても各国政府の認可が条件となります。詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。 

 

ご不明な点がございましたら、予約案内、または弊社営業担当までお問合せください。 
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